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統合報告の目的は，企業とステークホルダーとのコミュニケーショ

ンを強化して信頼関係を深め，そして企業と社会との共存を図る共

生価値の創造を目指すことにある。統合報告書の作成では，事業運

営を行う上での商業的，社会的および環境的な背景を反映するよう

に，経営戦略，ガバナンス，業績および見通しについての重要な財

務情報と非財務情報を選択し，これらの情報をKPIとKRIを通し

て結合しなければならない。そこで，本稿では，当該情報の選択と

結合について検討しながら，統合報告を行う上での「統合」の考え

方について明らかにしてみた。

統合報告書の公表によって，①ステークホルダーの同等な扱いの

保証，②経営者の管理責任の説明，③良好なリスクマネジメントの

促進，④企業の資本市場への円滑な参入と当該コストの削減，そし

て⑤財務報告の有用性の向上などの幅広い便益が，企業にも，そし

て社会にももたらされるようになる。
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Ⅰ はじめに

世界を取り巻く経済環境は，金融市場やサ

プライチェーンのグローバル化を背景とする

相互依存関係の強化に起因して大きく変化し

てきている。そこでは，金融危機や安全保障

などへの世界的な政策対応における企業の影

響力が強まっているだけではなく，エネルギー

や水・食糧などの資源配分および価格決定と

共に地球環境問題にも企業が大きな影響力と

役割をもつようになってきている。このよう

な背景の下，企業の不正事件が後を絶たない

ことも相まって，企業経営の透明性を求める

社会からの圧力が格段に高まってきている。

統合報告の目的は，企業とステークホルダー

とのコミュニケーションを強化して信頼関係

を深め，そして企業と社会との共存を図る共

生価値の創造を目指すことにある。統合報告

は，企業の会計責任に加えて企業活動の説明

責任をも明らかにするので，経営者の管理責

任がどの程度有効に果たせたのかについてだ

けではなく，企業が現在および将来に亘って

どのように価値創造を行うかについて，明瞭

かつ簡潔な表明を可能にする。

統合報告書の作成では，事業運営を行う上

での商業的，社会的および環境的な背景を反

映するように，経営戦略，ガバナンス，業績

および見通しについての重要な財務情報と非

財務情報を選択し，結合しなければならない。

そこで，本稿では，当該情報の選択と結合に

ついて検討しながら，統合報告を行う上での

「統合」の考え方を明らかにしてみる。

Ⅱ 統合報告が財務報告に与え
る影響

我が国では，ディスクロージャー制度の充

実・強化のために，2003年 3月の企業情報

の開示制度に関する内閣府令改正により，

2004年4月以降の有価証券報告書において，

3つの情報開示が求められるようになった。

それが現在の「事業等のリスク」，「財政状態，

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」および「コーポレート・ガバナンスの状

況等」である。

有価証券報告書には，これら以外にも財務

諸表を中心に，事業の内容，従業員の状況，

役員の状況，経営上の重要な契約等，研究開

発活動，設備の新設・除去等の計画などの多

くの情報が記載されている。有価証券報告書

以外でも，証券取引所の自主規制に基づく適

時開示である決算短信，そしてCSR報告書，

知的財産報告書，経営理念と経営ビジョン，

中期経営計画などが公表されている。

財務情報と非財務情報に整理してみると，

財務情報には，財務諸表（注記を含む）およ

び決算短信における決算情報と業績予測など

が該当している。他方，非財務情報には，

「事業等のリスク」，「財政状態，経営成績及

びキャッシュ・フローの状況の分析」，「コー

ポレート・ガバナンスの状況等」などの法定

開示情報に加えて，CSR報告書や知的財産

報告書などの任意開示情報などが該当する。

これらの非財務情報の中には，定量情報と

定性情報，あるいは実績情報と予測情報が混

在している。例えば，「事業等のリスク」の

記載に多いのは，企業にとって将来的に悪い

影響を及ぼす定性的なリスク情報である。こ

の多くは，当該企業に固有のものというより，
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多くの企業にも該当する経済全般にかかるも

のであり，当該リスク情報が実際にどれくら

い当該企業の財務諸表の数値に悪影響を及ぼ

すかの判断が困難である（KonishiandAli

（2007））。しかし，主要業績評価指標（KPI）

や主要リスク評価指標（KRI）などを用いて

財務的な影響を判断できる記載にすれば，財

務情報として扱うことが可能になる。KPI

とKRIは，事業目標の達成に向けて業績を

モニタリングするために設定された指標であ

る。一方，「財政状態，経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析」では，財務諸表

の数値を用いた定量分析が少なからず行われ

ている。したがって，これらの情報は，財務

諸表外情報に区分はできても，財務情報か非

財務情報かに明確に区分できるわけではない。

財務情報と非財務情報を結合する場合に問

題となるのは，これらの情報の境界線を画定

することではない。ここで問題となるのは，

これらの情報をどう結合させるのか，そして

結合させた場合には統合報告の範囲がどうな

るかである。財務情報と非財務情報を結合さ

せるには，図1の左側に示す財務情報から

非財務情報へのアプローチAと，右側に示

す非財務情報から財務情報へのアプローチB

が考えられる。財務情報から非財務情報を

結合させた統合報告書には，非財務情報の

A＋1の情報部分が網羅されず，他方，非財

務情報から財務情報を結合させた統合報告書

には，財務情報のB＋1の情報部分が網羅さ

れなくなる。このように，どちらのアプロー

チを選択するかによって統合報告の範囲が異

なってくるばかりではなく，財務報告の範囲

にも影響を与える。アプローチAでは，財

務諸表を含んだ1つの統合報告書（図1の

Ⅲまでの範囲）の公表が考えられるのに対し

て，アプローチBでは，統合報告書（図1

のⅠ～Ⅳまでの範囲）に加えて財務諸表の公

表が必要となる。

アプローチAでは，財務情報の報告が中

心であり，認識および測定の要件を満たして

いない財務諸表には計上できない経済事象も

KRIなどを通じて報告されるようになって

いく。しかし，個々の資産および負債（ある

いは変動）に直接的に関連づけができない事

象は報告できない。ここでのKRIは，想定

されるリスクの要因を指標化したものであり，

例えば，潜在的なリスクの予兆となる為替相

場の推移や石油の先物価格の推移であり，利

益，あるいはキャッシュフローに与える影響

を説明することになる。これに対して，アプ

ローチBでは，非財務情報の報告が中心で

あり，KPIなどを通じて非財務情報を定量

化させていく。ここでのKPIは，目標がど

の程度達成できたかを事後的に測定する指標

であり，例えば，雇用環境の改善を目標とし

た経営を行うための従業員満足度を用いて測

定した従業員モラル指標や環境に配慮した経

営を行うための二酸化炭素排出量が該当する。

このように統合報告書においては，KPI

とKRIの活用が必要不可欠である。これら

の指標によって，財務情報と非財務情報は関

連づけられてストーリーを持った説明が可能

となり，企業の価値創造能力にどのような影

響を与えるのかを説明することができるよう

になる。その一方で，どちらの情報に重点を

置くかによって選択する情報が異なってくる

ため，統合報告の範囲が異なると同時に当該

情報を結合させるのに利用するKPIとKRI

も異なってくる。現状では，KPIとKRIに

はさまざまなものがあり，統合報告書の普及

にはこれらの指標の確立が肝要である。KPI

とKRIには，例えば，理解可能性，首尾一

貫性，目的適合性，明示性（presentability），

統合報告における「統合」の考え方
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比較可能性の要件が必要といわれている

（SEC（2008））。

統合報告書の公表によって，社会や環境に

配慮した経営を戦略的に行う企業に投資する

ことが，長期的に見れば社会的な便益ばかり

ではなく経済的な便益を生みだすという認識，

つまり社会的責任投資（SRI）の促進が期待

できる。2006年には，国際連合（UN）が

公表した「責任投資原則（PRI）」に対して

欧米の年金基金を運用している大手機関投資

家などが署名している。PRIは企業の環境

（Environment），社会（Social）およびガバ

ナンス（Governance）の情報（ESG情報）

への取組に関する情報を投資判断に活かすた

めのものであり，これまでの行き過ぎた短期

的な利益追求を求めた投資への反省が求めら

れている。このような中長期的な運用を目指

す機関投資家の判断を支えることができる新

しい財務報告制度の確立が急務であり，そこ

での統合報告の位置づけが必要である。

これまでの財務諸表が中心の財務報告は，

企業経営における重要事項，例えば，経営戦

略を伝達するプロセスというより，会計基準

等の法令遵守のための財務情報を伝達するプ

ロセスとみることができる。企業が現在，公

表している多種多様な非財務情報は，新しい

情報開示の要請に対して既存モデルに付加し

て作成したものなので，企業の情報開示は複

雑化した，また重複したものとなっている。

その結果，例えば，以下の（1）～（4）に示

す重要な情報は，そのどこかで開示はされて

はいても，相互関係が明らかにされていると

いえないので，統合報告書にはその役割が求

められている（IIRC（2011））。

（1）戦略とリスク

（2）財務業績と非財務業績

（3）ガバナンスと業績

（4）組織の業績とバリューチェーンに含ま

れる他組織の業績

Ⅲ 統合報告の必要性

会計不正に係わる事件が後を絶たないため，

ステークホルダーから企業の情報開示につい

ての不信感が募り，企業経営の透明性を求め

る圧力が格段に高まってきている。そこでは，

財務情報を中心とした伝統的な会計ディスク

ロージャーでは，企業経営の実態が十分に説
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明できないという指摘がある。また，内部統

制報告制度の導入などの監査体制の充実によっ

て財務報告の透明性が高まってきたとはいえ，

財務諸表を中心とした監査では限界があると

の指摘もあがってきている。

これらに加えて，企業の社会的責任（CSR）

を明確にするよう求める声が高まっており，

企業価値創出への貢献度が向上している非財

務情報，例えば，ESG情報の開示に注目が

集まってきている。非財務情報は，財務情報

とは別個の会計ディスクロージャーとして取

り扱われているため，財務情報を補足あるい

は補完する機能は認められていても，これま

で活発な議論が行われてきていない。しかし，

近年では，財務情報と非財務情報の統合報告

という枠組みの中で非財務情報が活発に議論

され始めた。

国際統合報告委員会（InternationalInte-

gratedReportingCommittee）は，2006年

に英国のチャールズ皇太子が呼びかけたプロ

ジェクトのA4S（ThePrince・sAccounting

forSustainabilityProject）の一環として

2010年8月に設立した。その後，現在の国

際統合報告審議会（InternationalIntegrated

ReportingCouncil:IIRC）に名称を変更し

た。A4Sは，サステナビリティを日々の業

務意思決定や報告プロセスに組み込むための

実務的なガイダンスやツールを開発すること

を目的として活動を行ってきている。IIRC

の目的は，長期的視点での経営活動を報告す

るための国際的に認められた統合報告の枠組

みを開発することにある。2011年9月には，

討議資料（DP）「統合報告に向けて －21世

紀における価値の伝達」を公表し，同年12

月までに DPに対するコメントが締切られ

ている。

DPで示されている統合思考（Integrated

Thinking）は，価値創造プロセスを監視，

管理，伝達するための経営能力であり，組織 1

の長期に亘る成功を導くことに貢献すること

ができる。この思考に基づいて統合報告を行

うには，事業運営を行う上での商業的な背景

に加えて，社会的および環境的な背景を反映

するように，経営戦略，ガバナンス，業績お

よび見通しについての重要な情報を整理しな

ければならない。その結果，統合報告書では，

経営者の管理責任がどの程度有効に果たせた

のか以外にも，組織が現在および将来に亘っ

てどのように価値創造を維持できるのかにつ

いて，明瞭かつ簡潔な表明が可能となる。

具体的には，それぞれに独立した報告，例

えば，財務，経営者による説明（Manage-

mentCommentary），ガバナンスと報酬，

およびサステナビリティについての報告の中

で，その最も重要な要素を選択・整理したも

のを結合させて統合報告書を作成する。それ

によって，図2に示すように，経営者から

の一方的な情報発信に留まらず，経営者，投

資者，社会，従業員，監査人の間のコミュニ

ケーションが円滑となる。社会的課題を解決

するためのコミュニケーションでは，情報発

信者とさまざまな考えをもつ不特定多数の情

報受信者とをつなぎ，双方の行動を促すドラ

イブツールが重要になってくる。その理由は，

ツールによりコミュニケーションのプロセス

が可視化され，持続的な取り組みが可能とな

るからである。

そのツールである統合報告書を作成するに

は，企業では，個々の情報を管理する各部門

が十分に連携して作業を行うとことが求めら

れ，その結果として，透明性の高い経営体質

への改善が期待できると同時に，当該管理経

費の削減が期待できる。そして，外部監査，

監査役監査，内部監査の3つの監査の間で

統合報告における「統合」の考え方
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の期待される情報共有とコミュニケーションのあり

方が提起されるようになる。

2007年から 2009年にかけての金融危機

後の経済・経営の再構築において，広範なス

テークホルダーを対象とした社会と企業との

共存を図ることが提唱され始めている。そこ

には，企業が事業を営む地域社会の経済条件

や社会状況を改善しながら自らの競争力を

高める経営方針とその実行を意味する共生価

値（sharedvalue）の概念が存在しており

（PorterandKramer（2011）），企業と社会

の双方向型のコミュニケーションが必要となっ

ている。

社会というコミュニティで抽出された課題

に対して，その中の各主体が共鳴した上で，

発信者と受信者の双方に何らかの取り組みの

変化が現われてはじめて，コミュニケーショ

ンが意義あるものとなってくる。その点，財

務報告は，本質的には影響の双方向性の性格

を有しているが，社会的課題を解決するとい

う視点でみた場合には，単に，ある主体から

特定の相手に対して実績を重視した財務情報

を発信して交流を促すという範囲に留まって

いたのでは，共生価値の概念は成立し得ない。

そこでは，会計責任に加えて，企業の構成員

たる経営者あるいは従業員などが自らの活動

に関する説明責任を果たすこと,すなわち，

企業活動の説明責任も明らかにされてこそ，

情報の伝達が双方向に近づいていく。その結

果，社会的責任投資が促されていくと考えら

れる（図2を参照）。

このように統合報告書には，企業と社会の

間のコミュニケーションツールとしての重要

な役割が課せられている。その役割は，次で

示すDPの開示原則の『反応性とステークホ

ルダーの包含性』で説明されている。そこで

は，統合報告書は，ステークホルダーとの関

係とステークホルダーのニーズをどの程度理

解し，考慮に入れて対応するかについての識

見を提供するものである。
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Ⅳ 統合報告の開示原則と構成
要素

DPでは，①『戦略的焦点』，②『情報の

結合性』，③『将来志向』，④『反応性とステー

クホルダーの包含性』，⑤『簡潔性，信頼性

および重要性』の5つの開示原則（Guiding

Principles）を掲げている。

DPでは，開示原則の具体的な内容を示す

6つの構成要素（ContentElements）も掲

げており，それは，①「組織概要とビジネス

モデル」，②「リスクと機会を含む事業環境」，

③「戦略的目標と当該目標を達成するための

戦略」，④「ガバナンスと報酬」，⑤「業績」，

⑥「将来の見通し」である。

追加すべき他の原則があればというDPで

の問いかけに対しては，比較可能性をあげる

コメントが多数寄せられている2。比較可能

性に関しては，『簡潔性，信頼性および重要

性』の中で，「・・・信頼性は，情報が組織

間で比較可能であり，また，同組織において

継続して一貫している必要性も包含している」

と述べるに留まっている。比較可能性を担保

するためには，定性情報の定量化の必要性が

生じ，そのためにはKPIやKRIの活用が考

えられる。これらの指標は，事業目標の達成

に向けて業績をモニタリングするために設定

された経営戦略に関わる重要な指標を意味し

ており，『戦略的焦点』に合致する。また，

「業績」の中でも，統合報告書は定性情報で

ある戦略目標とその戦略に関わる KPIや

KRIを示さなければならないとの説明があ

る。

KPIは，目標がどの程度達成できたかを

事後的に測定する指標であるのに対して，

KRIは，リスク発生の将来的な要因を指標

化したものである。例えば，巨額の貸倒損失

が発生するリスクに対しては，KPIには，

過去の貸倒損失の発生実績や貸倒率の推移な

どがあり，KRIには，その予兆となる主要

な顧客の財務状況の変調や当該顧客の業界の

倒産件数などの動向を指標化したものがある

（Beasley,BransonandHancock（2010））。

『将来志向』では，将来についての経営者

の予想とともに，組織の見通しと組織が直面

する不確実性を利用者が理解して評価するの

に役立つ情報も含めなければならないと説明

している。具体的には，「将来の見通し」の

中で説明していて，それは組織が戦略目標を

達成する際，どのような機会，課題および不

確実性に遭遇する可能性が高いのかについて

の情報，また，その戦略が将来の業績に与え

る影響がどのようなものかについての情報が

該当する。ここでもKRIやKPIが重要な役

割を持つことが予想できる。将来情報には，

将来予想に関する免責文言は含まれないが，

競争を優位に保つための情報の秘密保持は認

められる。

『情報の結合性』の開示原則では，結合性

の例が次のように示されている。

・市場環境の変化が，どのように戦略に影

響を与えるかについての情報

・市場分析に関するさまざまな要素とリス

クの評価・説明との関連づけ

・KPI，KRIおよび報酬に対して戦略が

どのように関連するのか

この開示原則について，郊外展開の外食チェー

ン店の価格戦略を例に挙げて説明してみる。

当店は売上の増大を目指しており，これを阻

害するリスク要因として当店顧客層の可処分

所得の減少による顧客離れが考えられる。市

場分析を行ってみると，ガソリンの販売価格

統合報告における「統合」の考え方
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が可処分所得に与える影響が大きいことが判

明したので，ガソリン価格の予想値をKRI

として設定した。そのため，当初の価格戦略

の目玉であった高価格で高付加価値の特別メ

ニューに対して，ガソリン価格が上昇傾向で

あれば価格を下げるというガソリン価格に連

動するように価格を調整することで将来の

売上増を想定することができる（Beasley,

Branson,andHancock（2010））。

Ⅴ リスク情報開示と統合報告

「リスクと機会を含む事業環境」では，主

なリスクと機会とは，経済・経営資源との関

連性およびその資源への影響力，そして経済・

経営資源の継続的な利用可能性，質および入

手可能性であると説明している。

現代の財務報告基準（IFRS）では，個々

の資産と負債に伴うリスクを財務諸表の数値

に積極的に反映させようとしている。しかし，

当該リスクは，即座に財務諸表に反映される

とは限らないので，財務諸表の数値からは直

接的に読み取ることが困難な企業リスクを定

性的に財務諸表外情報として開示している。

訴訟というリスク事象を例に挙げて考えてみ

ると，認識および測定の要件を満たす当該リ

スク事象は引当金に計上し，測定の要件は満

たさないが認識の要件を満たすリスク事象は

偶発債務として注記に記載される。そして，

それら両方の要件を満たさない訴訟リスクは，

財務諸表外情報の「事業等のリスク」などに

記載される。リスクは，このように財務諸表

にも財務諸表外情報にも反映されており，

これら 2つの情報を有機的に結合させる

ための要の概念となる可能性がある（小西

（2011））。

資産・負債の測定にリスクが織り込まれて

いる場合には，①そのリスクのレベル，並び

に②その変動性と③性質（信用リスク，為替

リスク，金利リスク，訴訟リスクなど）を表

示し，測定の基礎を提供することが求められ

る（IASB（2010b））。

リスク情報の積極的な開示の背景には，リ

スク情報の開示によって，①実際的な将来予

測情報の提供，②全ての投資者の同等な扱い

の保証，③資本コストの低減，④経営者の受

託責任の解除，⑤良好なリスクマネジメント

の促進，⑥財務報告の有用性の向上などの効

果が社会的に認知されるようになってきたこ

とが考えられる（ICAEW（1997））。

企業は外的要因である事業環境の影響を受

けながら活動を行い，その活動は事業組織に

よって特徴づけられる。そして，企業活動は

経営戦略に大きく左右され，企業が管理困難

な外的要因による「経営リスク」（為替リス

ク，震災リスク，物価変動リスクなど）と，

企業内部から生じる内的要因による「管理リ

スク」（法令遵守リスク，情報処理技術リス

ク，生産能力リスクなど）を伴うことになる。

経営者が，これらのリスクを識別・評価し，

そしてリスクをいかに受け入れ管理するかは，

経営者のリスクマネジメントの考え方に拠っ

ている3（図3を参照）。

経営者は，そのようなリスク選考と経営戦

略を適切に組み合わせて，マイナスの効果を

低減させ，プラスの効果を逓増させることで，

企業価値の創造と維持を確保することができ

る。リスクマネジメントでは，予想されるプ

ラスもマイナスも含む全ての結果と実際の結

果との不一致を減らそうと試みる。したがっ

て，企業は多種多様なリスクを識別・評価し

ており，これをリスクの発生可能性と企業へ

の影響度で考えてみたものが図 4の左側に

示すリスク・マップである。そこでは，当該
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リスクの発生可能性が高い事象は財務諸表に

計上され，他方，発生可能性は低いが企業へ

の影響度の高いリスク情報は財務諸表外情報

として開示される。また，発生可能性が低く

企業への影響度も低いリスク情報の開示は，

社会の期待や要請に従って開示が決定される

ことになる。

リスクは，このように財務諸表にも財務諸

統合報告における「統合」の考え方
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図3 リスクマネジメント

［出典：RavalandFichadia（2007）p.6の図1.2を加筆修正］

図4 リスク・マップとCSR重要性評価マップ

［ICAEW (1997)p.31の図を加筆修正］

リスク・マップ CSR重要性評価マップ

［FFILMHoldingsSustainabilityReport2011の32頁

の図を加筆修正］



表外情報（財務情報にも非財務情報）にも反

映されている。そこで，イングランド・ウェー

ルズ勅許会計士協会（ICEAW）が公表して

いるリスク・マップとFフィルムホールディ

ングスがサステナビリティ報告書において公

表しているCSR推進における重要性評価マッ

プを左右に並べた図を用いて，財務諸表外情

報（非財務情報）の開示について検討してみる。

図4の左側のリスク・マップと右側のCSR

重要性評価マップの縦軸では，共に企業への

影響度の大小をとり，一方，横軸は，リスク・

マップでは発生可能性の高低をとり，CSR

重要性評価マップでは評価度の高低をとって

いる。評価度は，企業および非営利組織のガ

バナンスを推進するために1995年に設立さ

れた英国の AccountAbilityが公表している

AA1000「アカウンタビリティ原則基準2008」

を適用している。そこでは，コンプライアン

スよりも自主・業界基準の方が評価を高く，

そして自主・業界基準よりも社会の期待や要

請の方が評価を高くしている。例えば，人材

育成には，高い社会の期待や要請があり，企

業にとっても影響が大きいので，CSR情報

としての重要度が大きい。

リスク・マップでは，例えば，環境につい

てのリスク事象は，発生の可能性が低く企業

への影響度も中程度なので開示しないことが

考えられる。しかしながら，CSR重要性評

価マップでは，社会の期待や要請が高い情報

なので，財務諸表外情報としての開示が検討

されるようになる。その中でも気候変動問題

については，企業への影響度も大きいので重

要性が大きくなり，他方，生物多様性につい

ては，企業への影響度が低いので重要度も中

程度である。これらの検討の結果，気候変動

問題を中心とした環境情報についての開示が

決定される。

Ⅵ おわりに

統合報告は，経営者とステークホルダーと

のコミュニケーションを促進するばかりでは

なく，20世紀型の財務報告モデルとして形

成されてきた株主中心の企業価値創造を再考

する契機を与える。統合報告書の公表により，

コミュニケーションのプロセスが可視化され，

企業の持続的な価値創造の取り組みが識別・

評価できることによって，①ステークホルダー

の同等な扱いの保証，②経営者の管理責任の

説明，③良好なリスクマネジメントの促進，

④企業の資本市場への円滑な参入と当該コス

トの削減，そして⑤財務報告の有用性の向上

などの幅広い便益が，企業にも，そして社会

にももたらされるようになる。

このような便益を得るためには，統合報告

書において，重要な財務情報と非財務情報を

選択し，これらの情報をKPIやKRIを通し

て有機的に結合させて明瞭かつ簡潔な表明を

可能にしなければならない。つまり，統合報

告における「統合」には，財務情報と非財務

情報からの情報選択と，それらの情報の結合

の意味があるのである。選択には，統合報告

の範囲の画定が関連し，それは財務報告の範

囲にも影響を与えることになる。結合には，

財務情報と非財務情報が関連づけられてストー

リーを持った説明を行うためにKPIとKRI

の役割が重要となる。

【注】
1 DPでは，組織という用語を用いて営利企業と

非営利組織を区分していない。本稿では，DP

の引用箇所以外では企業を用いてはいるが，非

営利組織を除いて考察しているわけではない。
2 コメントレターの分析結果は，2012年6月に公

表されている（IIRC（2012a））。また，分析結

果などを勘案して DPを修正した草案が 2012
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年の7月に公表された（IIRC（2012b））。これ

らの検討は，別の機会に譲りたい。
3 国際標準機構（ISO）は，ISO31000「リスクマ

ネジメント －原則及び指針」を公表し，我が

国では，それを基にした日本工業規格の JIS

Q31000が制定されている。
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